
特定非■■活働法人 フェアトレード・ラベル・ジャバン

役員颯■颯租

〈目的)

第1条 この規程は特定非営利活動法人フェアトレード・ラベル・ジャバン (以下、本法人という)の定款

第18条に基づき、役員に対する報酬の支綸及び費用の弁償に関して基本事項を定めたものである。

(報酬)

第 2条 本法人の役員には、定軟第18条に基づき、その総数の3分の1以下の範囲内で、総会の決議を経て、

報酬を支払うことができる。

(費用弁償)

第 3条  本法人の役員がその職務の執行にあたつて負担した費用については、総会の決議で定める範囲内の

ものに対して、当該役員より請求のあった日から遅延なく支払うものとし、また前払いを要するも

のについては前もって支払うものとする。

2.理事会の出席に際して支綸する旅費については、会臓場所に物理的に集合して
'加
する場合一人あたり

1回―律5,0∞円、リモー ト多加の場合は支綸無しとする。

3.出張に際して支綸する旅費等については、国内出張旅費規程および海外出張旅費規程に準ずる。

(改廃)

第 4彙  この規程の改廃は理事会の決凛を経て行う。

(補足)

第 5条  この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。

附 則 この規程は、令和元年5月 30日から施行する。

令和二年4月 1日 改訂



特定井営利活動法人 フエアトレー ド・ラベル・ジヤバン

正●員綸与颯■

第 1章 総則

(適用範囲)

第 1条  この規程は就集規則第45条に基づき、正規職員の給与等について定めたものである。ただし、嘔
託職員、パートタイマー等特殊な勤務に従事する者については別規程を適用する。

(綸与規程の承日と履行)

第 2条  この規程の制定及び改廃は、理事長または業務執行理事の承認を得なくてはならない。また、フェ
アトレー ド・ラベル・ジヤバンと職員はこの規程に定めるところを臓実に履行しなくてはならない。

(平等原則)

第 3彙  職員の口籍、信条、社会的身分、性別、職種を理由として給与につき差別的取扱いをすることはな
い 。

第 2章 綸与

(綸与の構成)

第 4彙  綸与の構成は次のとおりとする。
(1)基準内綸与

1.基本綸
2.業務手当

3.役職手当

4.扶養手当

5.住居手当

(2)基準外綸与

1.時間外勤務手当

2.休日勤務手当

3.深夜勤務手当

4.通勤手当

(綸与の計算期間および支給日)

第5条  給与の計算期間と支綸日は次の通りとする。ただし、支綸日が土曜日又は休日にあたる時は支綸
日をその前日、支綸日が日曜日のときはその前々日に繰り上げる。綸与は前月の1日から起算し、前月末

日までの分を、当月の10日 に支綸する。通動手当については別に定める。

2.前項の規定にかかわらず、次の各号の一に腋当するときは、職員 (職員が死亡したときはその遺族)の
請求により、綸与支払い日の前であつても請求後7日 以内に既住の労働に対する綸与を支払う。

(1)職員の死亡した時。この場合、当月分綸与を全額支綸する。
(2)退職、解層のとき。
(3)職員またはその収入によって生計を維持しているものが結婚し、出産し、疾病にかかり、災書

を受け、または職員の収入によつて生計を維持している者が死亡したとき。

(4)職員またはその収入によって生計を維持している者が、やむを得ない事由によって1週間以上
にわたって帰郷するとき。

(5)その他やむを得ざる理由のために費用を必要とし、本人がそれを認めた時。

(■金の計算方法)

第 6条  遅刻、早退、欠動などにより、所定動務時間の全部または一部を体集した場合においては、その体
集した時間に対応する賃金を支綸しない。ただし、この規程または就集規則に別段の定めのある場合は

この限りでない。

2.前項において休集した時間の計算は、当腋綸与締切の末日において合計し、30分未満は切り捨てるもの
とする。



3.―給与綺切期間における賃金の総額に1円未満の端数を生じた場合においては、これを1円に切り上げ
るものとする。

4.給与締切期間の中途において入社または退職した者に対する当腋綺切期間における給与は全て、所定労
働日数に対する出動日数分を日割り計算によつて支給する。

(賃金の支払い方法)

第 7条  賃金は通貨で菫接従業員にその全額を支払う。ただし本人の同意を得た場合は、金融機目への振
り込みとする。

2.前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは支払いのとき控除する。
(:)給与所得税

(2)地方税

(3)健康保険料

(4)雇用保険料

(5)厚生年金保険料

(6)その他 (控除の協定をしたもの)

(有綸体暇等の賃金)

第 8条  就彙規則第 19条に定める有綸体暇、第 23条に定める特別休暇については通常の賃金を支綸す
る。

(休職期間中の資金)

第 9条  就業規則第38条第 1項、第 1号、第 2号の休職期間中の賃金については、支綸しないものとす
る。同第 3号の休職期間中の賃金については彗産定める。

(綸与の減額)

第 10条 業務上の死傷により欠動した場合で、その療養期間中、労働災害補償保険の支綸を受ける場合は
給与を支綸しない。

2.業務外の私傷病により欠動した場合は給与を支綸しない。

第 3章 基準内賃金

(基本綸)

第 11条 基本綸は月綸制とする。

(基本綸の決定)

第 12条 基本綸は、別に定める基本給与表にもとづき支給する。

(昇綸)

第 13条 毎年4月 1日の時点において過去に1年以上勤務した喘員は、原則として基本綸表の1つ上位に昇綸
し、4月分の綸与 (支払は5月 10日 )から支綸する。法人の彙組、勤藉成績、勤務態度により臨時昇綸を
認める場合がある。また、財務状況、その他やむを得ない事情により昇綸を行わないことがある。

2.昇格 (格付け等級の上昇)は理事長または業務執行理事の承諷を得なくてはならない。原則として毎年2
月に行う。

(業務手当)

第 14条 業務手当として本人の能力、経験、技能、職務内容を勘案して各人ごとに次の通り支綸する。
月額1 20,000円 ～

(役職手当)

第 15条 役職手当として、職責に応じて次の通り支綸する。
役職種別 役職手当

54,000

45.000

42.000

36.000



Ｄ
Ｄ 18,000
▲

【 12.ⅨЮ

(扶養手当)

第 16条 扶養手当は、扶養家族のある職員すべてに対して下記に従い支給する。ただし、扶養家族とは次に
掲げる者で本人と同居し且つ生計を共にする者で、その摯員の扶養を受けている者をいう。扶養家族認

定年収額は、1,3∞,000円未満とする。

(1)配儡者               13,5∞ 円

(2)配儡者以外の扶養親族のうち
2人まで1人につき         6,0∞ 1円

3人日から (*)           4,∝ Ю円
(3)配偶者を欠く場合の子        13,5∞ 円
(4)その他の扶養            5.0∞ 円

(■ )満 15歳に達する日後の最初の4月 1日 以降、満22崚に達する日以後の最初の3月 31日までにある子1人に
つき4.0∞1円支綸 (配儡者を欠く場合の1人を除く)

(住居手当)

第 17条 住居手当は、世帯主 (世帯生計の主たる維持者)かどうかや扶姜親族の有無にかかわらず、―偉
7,500円を支綸する。

第4章 基準外資金

(割増賃金)

第 18条 就業規則28条の所定労働時間を超え、かつ、法定労働時間を超える労働をした場合には時間外
勤務手当を、または 16条に定める休日出動をした場合には、時間外勤務手当または法定休日勤務手当
を、深夜 (午後10時から午前 5時までの間)において勤務した場合には深夜勤務手当を支綸する。
(1)時間外勤務手当

(基本綸+業務手当+役職手当+住居手当)÷ 1月 平均所定動務時間 Xl.25X時間外勤務時間
数 (月 60時間以下の残業の場合)

(基本綸+業務手当+役職手当+住居手当)÷ 1月 平均所定勤務時間 Xl.50X時間外勤務時間
数 (月 60時間超の残業の場合)

(2)法定休日勤務手当

(基本綸+業務手当+役職手当+住居手当)÷ 1月 平均所定勤務時間Xl.35× 休日勤務時間数
(3)深夜勤務手当

(基本綸+彙務手当+役職手当+住居手当)÷ 1月 平均所定勤務時間 XO.25X深夜勤務時間数
2.時間外勤務または休日出動をした時間が深夜におよんだ場合は、それぞれ時間外勤務手当または休日勤
務手当と深夜勤務手当を合計した額を支綸する。

(通動手当)

第 19条 通勤手当は、定期券購入費に相当する全額を支綸する。

第 5章 賞与

(賞与)

第20条 賞与は、原則として、支綸日に在籍する職員に対し、法人の業績、職員の勤務成績等を勘案して支
綸する。夏期賞与は6月 、年末賞与は12月支綸を原則とし、支綸日はその都度定める。対象期間は下記の

通りとする。

夏期賞与 11月 1日 ～4月 30日

年末賞与 5月 1日 ～10月 31日
ただし、法人の財政状況などやむを得ない事情がある場合には、支給日の変更、または支綸しないこと

がある。

第 6章 退職金

3



(退職金)

第 21条 退職金は別に定める規程による。

附 則

別表 :基本綸与表

動機年致   基本綸

本規程は平成27年5月 30日から実施する。

平成30年 3月 31日 改訂
令和元年5月 30日 改訂
令和4年 3月 10日  改訂
令和4年4月 1日 改訂
令和5年4月 1日 改訂

210,000

220,500

231,0〔Ю

241,500

252,000

262,500

273,000

233,500

294,000

10 304,500

11 315,000



法人名
特定非営利活動法人
フェアトレー ド・ラベル・ジャパン

事 業 年 度
2024`年 14′月 1 日

～2025年 3月 31日

書式第 17号 (法第55条関係)

特定非営利活動促進法第 54条第 2項第3号に定める事項を記載した書類

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]
※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第54条第2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

(1)収益の源泉別の明細

(2)借入金の明細
月ヒ
1日 入 先 金    額

な し 円

円

円

〈
ロ 計 円

(3)その他
な し

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

正会員受取会費 250,OЮO円

受取寄付金 2,056,225 円

受取助成金 466,504円

ライセンス料 64,638,548円

初回認証料 561,000円

年間認証料 6,831,000 円

年間ライセンス認証料 1,979,395円

業務委託料 3,235,063 円

講演料 1,440,500 円

商品売上 51,480円

広報・販促物売上 19,680円

イベン ト参加料 147,000 円

受取利息 18,506. 円

為替差益 882,680 円

協賛金 (活動参加費) 5,632,000 円

△
ロ 計 88,209,581 円

促進法施行規則第 32条第 1項各号に対応しています。以下同じです。



2 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引
及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第
一順位から第五順位までの取引 口 役員等との取引]

取引先の氏名等
法人との

関  係
饉 渡 資 産 の 内 容

餞  渡
年 月 日

譲 渡 価 格 そ の他 の 取 引 条 件 等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

(1)収益の生ずる取引の上位5者

(2)費用の生ずる取引の上位 5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引
イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

8,681,864円
ライセンス料 。年間認証料・

協賛金

8,207,337円 ライセンス料・初回認証料

4,304,425円 ライセンス料・協賛金

3,735,967円
ライセンス料・年間認証料・

協賛金

3,025,(X】D円 業務委託料

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等
  

 
14,559,794円

 の

メンバー料

3,248,520円 事務所家賃

3,025,000円 業務委託料

1,636,800円 広報物作成費

 1,514,487円
プレスイベントスポットPR
活動費



ロ 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取 引 先 の 氏 名 等
法人との

関  係
貸付資産の内容

貸

年 月

付

日
対 価 の 額 その他 の取 引条件 等

な し 円

円

円

円

円

円

取 引先の氏名等
法人との

関  係
役務の提供の

内    容
役務の提供年月日

対 価 の

額
その他 の取 引条件 等

出前授業

講師

2024年 4月 1
日～2025年 3
月 31日

20,000円 1万円×出前授業 2回

円

円

円

円

円

円

円

3 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の規族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日]

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



4 役員等に対する報酬又は給与の状況 [⑤イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況(口 を除く。)、 口 給
与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額]

役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の規族又はこれ

らの者と特殊の関係にある者 (注
1)(以
下「役員等」という。)に対する報酬又は給与の支給について

記載してください。

(注 1)「役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の規族又はこれらの者と

特殊の関係にある者」とは次の者が該当します。

① 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族
② ①の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
③ ①の者の使用人及び使用人以外の者で「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しく
は三親等以内の親族」から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者

④ ②又は③に掲げる者の配偶者若しくは三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている者

イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (口 を除く。)

氏 名 職 名
法人との関係

(注 2)
報酬・給与の

区    分 支 給 期 間 等 支 給 金 額

給与 2024年 4月 1
日～2025年 3
月 31日

(注 2)注 1の①～④の内容を具体的に記述します.

ロ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額

集 計 期 間 2024年 4月 1日 2025‐年:3月 31 日

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

0 0円



5 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

6 海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並び
にその実施日]

支 出 先 の 名 称 等 住 所 等 支 出 年 月 日 支 出 金 額 寄 附 の 目 的 等

 
 

2024年 8月
28日

2,655,478円

円

円

円

円

開発途上国の生産

者組合へ気候変動

基金として寄付

合   計 2,655,478円

実  施  日 使 途 金   額

848,700円

8,229,917円

723,680円

2,655,478円

8,002,799円

444,394円

2024.5.22

2024.8.13

2024.3.14

2024.3.28

2024.12.5

2025.1.9

   ヽ

GLOBAL WEBSITE導 入費用
ヘメンバー料 (2024Ql,Q2・ 2023年追加分)
支払い

ヘサービス料 (2024Ql,Q2)支 払い

 寄付金送金

メンバー料 (2024Q3,Q4)支 払い

ヘサービス料 (2024Q3,Q4)支 払い



書式第 7号 (法第 44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表 ) 〈初」D

法人名 特定非営和駆 人フェアトレード・ラベル・ジャパン チェッタ相

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること
イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること
{1)役員及びその親族等
(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親怯諄
口 各社員の表決縮が甲専であること

′

ハ 会計について公認会針士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳庫書類の備付け、取引の記
録及び根簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること
二 支出した金儀の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

(注 1)

0主 2)

各欄の人蜘申よ 第3表付衰1「役員の状況」から輻配してください。

③及感〕こついては 小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してください。

ロ

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

(②÷⑥

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグノレープの人数

割 合

(④÷⑨

① ② ③ ④ ⑤

③ "Z年
4月 1日～
"%年
3月

31日 9人 0人 0% 0人 0%

⑥ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
9人 0人 0% 0人 0%

各社員の表決権が平等である ③ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申請時

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

G意中Q
・ 
…

ェック表 (第 3表)|ム 法第5彙第1項に基づく書類 (役員報酬頻腱崎提出■甕Dの硼出時においても配載及び添
付する必要があります。その場合、上紀口の記崚の必要はありません。

・ 目定の有効期間D口晰の中腑に当たつては、法第5条第1項に基づく害順(役員囀■綱程囀日」■Dに配載した事項について、
添付を省略することがで赫 す。

上記を証する書類の名称とその内容等



ハ

Q_」1当」堅塑坦堕0」□L」睡□1目図菫国□饉 2_里堕」□:塑堕1■_圭コ」し二壺菫望■_

項
一
Ｈ ③ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申罰部寺

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

はい はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存

を青色申告法人に準して行つている いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

しヽ えヽ

項
日

【 ④ ⑥ ◎ 〇 ◎ ① 申罰中寺

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有イ密
ヽ_′
有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

第3表 (りOD

∝意1中D
日定の有効期間のコ新の申腑に当たつて!よ 法第5彙第1項に基づく書類 (役員欄醸規程簿提出書類Dに配載した事項について、改
めて記麟する必要はありません。

「認定基準等チェック表」(第 3表)記載要傾

○ 二において、「費途が明らかでないもの」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも
のをいい、法人が名目に関わらず支出した金餞でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明ら力ヽこしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできません。

項 目 記 載 要 領 注 意 事 項

イの各欄 区分欄の「③～①」の各欄には、実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表l f役員の状況」を記載して、「①」、「②」

及び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」相には、例え

ば、「定款 (又は
`舒

10第○条に『各正会員の表決権は、

平等なものとする』と規定」のように講 します。

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに講 します。

ハの各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「①」については、イに記職する各期

間 (「①」から [①」)を示したもので・す。

① 「会計について公認会計士又は監査
法人の監査を受けている」の二塁堕二

に [⊆ し上盪鐘ュ基塞國コ書を添

付し玉くださ0主_

② r帳簿書類の備付け、取引の記録汲

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

じて行っている」の「|」」_1こ 「Ω上

した場合にL二墜3塞量表21堕整曇
量の拡ュ1を聾塑し添付してくださ

L__
二の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「③」から「①」については、イに記載する各期

間 (「④」から「①」)を示したものです。

記載要領の補足

はい



書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第3表付表 1

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 職名

続

柄

等

就 任 等 の 状 況

O ⑮ ◎ ① ◎ ① 申11眸
就任・選任

年月日

堀木 一男

前田 京子

樽本 哲

大井 祥平

南 真由美

羽生田 慶介

松原 稔

沢田 寛子

井上 晃良

 

 

理事

理事

理事

理事

理事

理事

理事

監事

監事

○

○

○

○

○

○

○

○

○

平成 16年 2月

2日就任

平成 27年 7月

1日 就任

平成 27年 11

月 19日 就任

平成 28年 7月

20日 就任

令和 2年 6月

1日 就任

令和2年 11月

26日 就任

令和 3年 7月

1日就任

平成 26年 6月

1日 就任

平成 27年 7月

1日 就任

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申睛に当たつては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事
項について、添付を省略することができます。

法人名
特定非営利活動法人

フェアトレート
・・ラヘ
・ル・シ
｀
ャハ
・
ン

③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申請時

役  員  数 9人 人 人 人 人
1
ノヽ 9人

0人 人 人 人 人 人 0人

0人 人 人 人 人 人 0人

(1)最も人数が多い「親族等」のグルー

プの人数

{2)最も人数が多い「特定の法人の役員

又は使用人である者並びにこれらの

者の親族等」のグループの人数



法人名 特定非営利活動法人フェアトレード・ラベル・ジャパン

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

総勘定元帳 会計ソフト(会計I)吏用

)v-it)-7

都度 7年

仕訳日記限
会計ソフト(会計I)使用

ノレーズリーフ

都度 7年

固定資産台帳
会計ソフト⊂KC ⅡうIn)】寛用

ルーズリーフ

年 1回 7年

棚卸資産台帳
エクセル使用

ルーズリーフ

年 1回 7年

賃金台帳
給与計算ソフ ト(My K)mon
楽しい給与計算)使用

ノレーズリーフ

月 1回 7年

書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

“

喘要傾)

略調諫‖瀬鶏嗜」欄は、例えば「入金日晨:、「出自曰晨l、「撮替優晨1、 !預金出納鱚し、「穆勘定元帳」などのように出麟します。

「コ叫闘時の樹山 欄よ『単Лし、ウι″ズリーフ」、:磯T欄●」などのように記●します。
嗜湘D時期」欄は、:口時」、「毎日」、「―遍聞ごと」のように配載します。
日定の有効期間Dコ新の申睛に当たつては、法第5彙第1項に基づく書類|(役員中日規鴨囀」川BDに 配●した内容に変更
がないときは、添付を省略することができます。



法人名 特定非営利活動法人フェアトレード・ラベル・ジャパン チェ,ク 欄

4事 業活動に関して次に掲げる基準に適合していること
イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人と当法
人との間の資産の醸渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用

及

“

円餞)運営に関して1朝11の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上記イの活動を行う者

又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営和幡動に係る事業費の額の占める割合が80%以上であるこ
と

二 実颯判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

′

ロ

イ

項 目 ③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申1請時

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者を教

化育成する活動

′
‥
ヽ

有・tν 有 ・ 無 有・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反

対する活動
有 有・ 無 有・ 無 有・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有・ 無

特定の公職の候補者若しくは公職 にある者又

は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対す

る潤助

有 有・ 無 有・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有・ 無 有・ 無

項 目 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申詢申寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人とそ

の活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に対する報

酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対する欄酬の支

給として過大と認められる報酬の支給その他役員等に対し報酬

又は給与の支給に関して名湯!」の利益の供与の有無

有。無 有。無 有。無 有・無 有・無 有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資

産のその餞渡の時における価額に比して著しく逸少と認められ

る資産の議渡その他役員等又は役員等が力配する法人と当法人

の間の資産の議渡等に関して特別の利益の供与の有無

有 有・無 有。無 有。無 有・無 有・無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の

運営に関して特別の利益の供与の有無
有 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は特定

の公職の候補者若しくは公職にある者に対する都 寸の有無
有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

書式第10号 (法第44条・51条・58条段

“

系)

盟定基準等チェック表  (第 4表 ) (ち

"D

G菫中③
・ 1目定魯準等チェック表 (第 4表)」 は、法第5彙第1項に基づく書類 (役員報酬胡種専提出書類Dの錮出時においても配暇及び添付
する必要があります。その場合、曜闘ロロ事辱チェック表 第4表 (次栞D」 (ハ及び二)の記職及び滲付の必要はありません。
・ 目定の有効期間DIコ新の申請に当たつて|よ 法第5彙第1項に基づく書類 (饉悧日規目囀日川■Dに出載した事項について、添付を
省略することができます。



書式第 13号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 5表 )

(注意事項)
・認定基準等チェック表第 5表は、法第 55彙第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添
付する必要があります。

・巳定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。

法人名 特定非営利活動法人 フェアトレー ド・ラベル・ジャパン チック欄

5 次に掲げる書類について回覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれ
をその事務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等 (個人の住所又は
居所に係る記載の部分を除いたもの)

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類
ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の醸渡年に関する事項、寄附金に関する事項その他
一定の事項等を記載した書類

へ 助成の実績を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこ

れをその事務所において閲覧させることに同意する。

※口費に目する綱則 (社内規則)等がある場合には、その綱則 (社内規月)等を添付してください。

同  意

す る しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人
以上の者の氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿
③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)
※いずれも認定基準の対象となるのは、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項
② 資産の議渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項
③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項
・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位 5者との取引
・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三規等以内の親族又はこれら
の者と特殊の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当骸法
人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄

附金の額及び受領年月日

⑤ 役員等に対する報酬又は給与の状況
a 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (bに係る部分を除く。)
b 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日
⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行つた場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

′



書式第14号 (法第44条・51条・58条関的

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 特定非営利活動法人フェアトレード・ラベル・ジャパン

認定基準等チェック表  (第 6表 )

認定基準等チェック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表 )

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し
ていること

チェック欄

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日

e菫中①
・ 法第55条第1項に基づく書類 (役員喘目脚廂尊提出書類)の掴出時に当たっては、日定基準専チェック表 (第 6表及び第8勁
:よ 記職する必要はありません。
・ 認定の嗜

'日

用蠍D更新の申田に当たつてiよ 認定基準等チェック表 (第6表及び第8表)の配載の必要はありません。また、法第
55条第1項に基づく書類 (役員欄醸用□囀日」■Dに配載した事項について、改めて田臓する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書書を同法第
29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック欄

特定非営利活動促進法第2条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

③ ⑤ ◎ ④ ◎ ④

有 。 無 有 。 無 有 ・ 無 有 征 有 征
ハ
有 ・ 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの
利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェッタ相

′

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何ら力
`)利
益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 7表)iム 法第5条第1項に基づく書口|(役員報酬観種等提出●知Dの提出時に配載及
び澤付する0長があります。

③ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有 有 ・ 無 有 。 無 有 。 無 有 。 無 有 。 無 有 ・ 無
任



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非消利活動法人フェアトレード・ラベル・ジャパン チェタタ欄

認定、特桝認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に腋当する顧天
は日定、特例巴定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに腋当する者がある場合
イ 認定特定非営利活動法人が日定を取り消された場合又は特

"認
定特定非営利活動法人が特例認定を取り消され

た培合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前1年内に当腋認定特定非営利活動法人又は当餞特
優認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの
口 禁日以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しな
い者
ハ 特定非営利活動促進法若しくは曇力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204彙等い )若
しくは曇力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、
罰金刑に処せられ、その執l行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等 C2)

2認 定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定軟又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない漱  (2
定二重握圏墜墾型堕堕望星整』皿墜図ヨ墨塑劃壼壺!三L=亜菫□里目日目堕望垣量盤墜菫」ヨ囲囲Ш堕:L工量の二上並蔓:
L国饉理己」壼墨基:1:二型1ココ堅墨11墾塁厘菫堕:菫

`ヨ

塁壁上置鐘甦2笙:亘:ζ,壼壼鯉コ:日也壁1望:堕菫,日二≧笙12主主)。
5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力国の構成員等の統H下にある法人

役員のうち、次のいうれ力ヽこ該当する者の有無

認定特定非者

"括
コ法人が日定を取り消された場合又|」引残認定特定非営申1幡動法人が特伊畷定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当該認定

特定非営利

…

は当該特伊厠1定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でそ

の取消しの日から5年を経過しない者の有無

有

禁国以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から

5年を経過しない者の有無
有

特定指闇端甜岬調璽嗜 しくは暴力団員による不当行為防止渕こ違反したことにより、若しくは

チl‖去第14“条等若しくは暴ノ′子為督崚un】′場Fを犯したことにより、又は国税若しくは地方税に

関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受

けることがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有
′
~ヽ

建.ノ

暴力団の構成員等の有無
′
‐
ヽ

有・【無)

いヽ認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 :れ くヽ

（
０ 定ま又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人 はい いいえ

4 国税又は地方税の滞語皮リンメ弗行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
はい

郡
情

認定、1柳1颯定又は認定の有効期間の更新の申請時に、」堕≧埜奎Lコロ里塵理目』菫墜堕菫±埜菫
=21」
塵堕國磨

壁24」 _塑堅」艶艶国鮨□聖量 ]」堕」口聖理 堕」塾」±蟹 2LL壺□整堕 」饉」堕国壁 ≧壼 日LttL___
(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

(注 2)役員報酬規程等提出書には添付不要

″
Ｄ 国税に係る重加算税又は地方税に係る重力「算金を課された日から3年を経過しなし法人 はいく

■ 、~ヽ
レ`` ス_プ

次のいずれ力ヽこ該当する法人

暴力団 EIロ□□

り^

暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 □□ 団園

■
■

□田【屁】
□田【饉詞
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